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１． はじめに 

 

 国土交通省道路局では、ＰＩを導入した道路計画プロセスの

基本的な枠組み、手続等の基本的な事項と具体的な手法、評価

項目等の参考となる事項を明らかにするため、平成１４年に

「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」を策定し、さ

らに平成１７年には「構想段階における市民参画型道路計画プ

ロセスのガイドライン」として改訂を行ってきた。このガイド

ラインに基づいてＰＩを実施した事例が蓄積されてきており、

今後もこれらの事例から得られた知見を活かして制度をブラッ

シュアップさせていく必要がある。そのためには、これらのＰ

Ｉ実施事例に対するプロセスの設定や導入効果に対する適切な

評価を行い、その知見をガイドラインにフィードバックさせる

といったフォローアップ作業が重要である。 
 本研究では、ＰＩを導入する効果のうち、時間管理という点

に着目をする。すなわち、事例からステップを区切りプロセス

を明確化することで、手続きの遅延・混乱を回避する効果を示

すことを目的とする。 
 

２. プロセスの明確化と時間管理 

 
（１）PIプロセスにおける時間管理の重要性 
国土交通省道路局は「構想段階における市民参画型道路計画

プロセスのガイドライン（以下、ガイドライン）」1)において、

構想段階における検討を効率的に進めるために時間管理概念が

有効であるとし、予め定められたスケジュールを市民等と共有

し、そのスケジュールに基づいてプロセスの進行を管理するこ

とが重要であると解説している。 
 
（２）ステップを区切るということ 
 ステップの区切り方には事業の規模などに応じて様々 なパタ

ーンが考えられるが、標準的なものとして表－１の形式が考え 
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られる。構想段階における検討プロセスをステップに区切り、

段階的に検討を進めるねらいは、表－１の形式の場合では次の

ように説明できる。概略計画案の正当性を示すためには、ステ

ップ 4 で複数の比較案を比較評価して比較優位性を示すこと
が必要であり、比較優位性を検討するためには、ステップ 3
で選定・設定される比較案や評価項目が適切であることが求め

られるというように、段階を踏んでいくことによって、最終的

に選ばれる概略計画の合理性を高めることができるのである。

ステップを区切るという行為は、計画案の合理性を高めるだけ

でなく、結果として議論の手戻りが減り、時間管理が容易にな

るという効果も期待されている。そこで、次章以降では、実際

のPI実施事例をもとにその仮説を検証する。 
 

表－１ 計画検討プロセス 

ステップ 
１ 

計画検討の発議とプ

ロセスの明確化 
プロセスを明確にし、共有化 

課題を整理し、目的を明確化 ステップ 
２ 

道路計画の必要性の

確認 道路計画の必要性を明確化し共有化 
評価項目を設定し、比較案を選定 ステップ 

３ 
評価項目の設定・比

較案の選定 評価項目、比較案について共有化 
評価項目を用いて、各比較案を比較評価 ステップ 

４ 
比較案の比較評価 

比較評価について共有化 
比較結果等を踏まえて概略計画案を選定 ステップ 

５ 
概略計画案の選定 

概略計画案および選定理由を公表し市民と

共有化 
 

３．調査の概要 

 
（１）ヒアリング調査の概要 
 本研究ではＰＩ導入の効果やプロセスの明確化による時間管

理に対する効果等を把握することを目的として、ヒアリング調

査を実施した。ヒアリング調査は、平成18年2月から3月に
かけて、国土交通省所管の15の直轄道路事業と県の1事業の
ＰＩを担当した行政の担当者を対象として実施した。（対象事

例の概要は表－２参照） 
 各事例の事業分類は高規格幹線、地域高規格、一般改築、交

差点改良、橋梁架替と様々 であり、事業規模も大小様々 である。

ＰＩの実施段階は主に構想段階であるが、計画段階に入っても

ＰＩを継続している事例や事業化段階で実施した事例も含まれ

る。以下の分析では、構想段階のみを対象とする。一部の事例

では調査時で構想段階のＰＩが継続中のものも含まれている。 
 なお、本調査内容は、①計画検討プロセス及びＰＩの概要、 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②地域特性、③情報提供・意見把握の内容と適用したＰ

Ｉ手法、④ＰＩプロセス設計、時間管理、推進体制に関

する課題と予防・解決策、⑤ＰＩの評価、⑥意見、要望、

であるが、ここでは、特に時間管理に着目し結果を報告

する。 
 
（２）ステップ区切り 
構想段階でＰＩを実施している 14 事例のうち、構想
段階の計画検討プロセスのステップを区切っていたのは

5 事例であった。ステップを区切っているか否かの判断
は様々な解釈が考えられるが、ここでは、①プロセスを

公表していること、②各ステップの検討テーマを明確に

していること、③各ステップの既決事項が公表されてい

ることを判断根拠として分類している。実質的にステッ

プを区切ることの考察はさらに後述する。 
表－３に示すようにガイドラインと同様に５ステッ

プに区切っている事例が１事例、４ステップが１事例、

３ステップが２事例、２ステップが１事例であり、それ

以外はステップの区切りはなかった。 

ステップを区切った事例では、各ステップの終了の

宣言をニューズレターやパンフレットなどで住民に周知 

表－３ ステップの区切り方 

ステップの区切り方 事例数

ステップ（１）（２）（３）（４）（５） 1 
ステップ（１）（３）（４）（５） 1 
ステップ（１，２）（３，４）（５） 2 
ステップ（１）（２，３，４，５） 1 
ステップ（１，２，３，４，５） 9 
 
していた。また、検討プロセスを３あるいは 4 ステッ
プに区切った事例は、地域として事業の必要性などが住

民間で共通認識となっていたなどから、必要性の議論を

他のステップの内容と合わせて実施するなど、柔軟に対

応していることが分かった。ステップを区切らなかった

事例が 9 事例と多かったことについては、ガイドライ
ンの適用以前の事例であったため、ＰＩプロセスに関す

る十分な認識がされていなかったこと等が主な原因と考

えられる。 
 
（３）プロセス明確化とステップ区切りの効果 
ステップを区切り、プロセスを明確化していた事例

では、行政と住民が情報を共有することで「時間管理が

表－２ ヒアリング実施事例の概要 

No. 道路名 分類 道路 
延長 計画概要 ＰＩ実施段

階 

1 余目酒田道路 

（国道47号） 

地域 
高規格 12.7km 余目酒田道路は、新庄酒田道路の一部を構成し、一般国道７号・４７号の渋滞の緩和等

が期待される道路。概略計画の検討からＰＩを実施し、現在は用地取得段階。 
構想段階 
計画段階 

2 東京外かく環状道路（関越道

～東名高速） 

高規格 
幹線 16km Ｓ41年に都市計画決定されるものの、その後凍結。PI方式で検討が再開され、H17年

8月には構想段階の議論が終了。現在は計画段階でＰＩを実施中。 
構想段階 
計画段階 

3 本庄道路（国道17号） 一般改築 14km 本庄地域の交通の円滑化、地域の活性化等を目的として計画している埼玉県大里郡岡部

町と群馬県多野郡新町を結ぶ延長約14kmのバイパス。 構想段階 

4 新山梨環状道路北部区間（国

道20号） 

地域 
高規格 15km 構想段階 

5 新山梨環状道路東側区間 
地域 
高規格 8km 

新山梨環状道路は甲府都市圏の連携強化による地域活性化や慢性的な交通渋滞の緩和な

どを目的に計画された全長 39kmの環状道路。このうち現在、北部区間は都市計画決定
手続き、東側区間は構想段階のＰＩを実施中。 

構想段階 

6 横浜環状北西線 
地域 
高規格 7.1km 東名高速エリアと湾岸エリアを自動車専用道路で結ぶ計画。構想段階からPⅠ手法を導

入。 構想段階 

7 千葉柏道路（国道16号） 一般改築 27km 東葛地域の交通の円滑化を目的として、調査を進めている路線。現在は構想段階でＰＩ

を実施中。 構想段階 

8 能越自動車道(田鶴浜～七尾)

（国道470号） 

高規格 
幹線 10km 

能越自動車道は、石川県輪島市を起点として富山県砺波市に至る、延長約100kmの高規
格幹線道路。田鶴浜IC～七尾IC（仮称）は能越自動車道全線の中で、唯一ルートが決ま
っていない区間。ＰＩ方式でルート検討を実施。 

構想段階 

9 淀川左岸線（延伸） 
地域 
高規格 10km 淀川左岸線延伸部は、大阪都市再生環状道路の一部を構成する自動車専用道路であり、

構想段階からＰＩ手法を導入。 構想段階 

10 北常三島町交差点改良 
交差点 
改良 交差点 交差点交通安全方策の検討に米国を中心に導入されている合意形成の方法「コンセンサ

ス・ビルディング(CB)手法」を導入し、試行。 構想段階 

11 住吉道路（国道10号） 一般改築 6km 一般国道 10号 佐土原バイパスから宮崎北バイパス間の混雑解消をすべく、現道拡幅や
バイパス案等をＰＩ方式で検討。 構想段階 

12 志田橋架換（宮城県） 橋梁架替 
1.4km 
(橋梁部は
0.25km) 

志田橋は、宮城県古川市と松山町、三本木町及び鹿島台町を結ぶ昭和３３年完成の橋梁

だが、老朽化等のため、ＰＩ方式で橋の架替えを検討。 構想段階 

13 大阪湾岸道路（西伸部） 
地域 
高規格 14.6km 大阪湾岸道路（延長約80㎞）のうち、都市計画決定がなされていない神戸市域の約14.6

㎞を対象に、PI手法を導入。 構想段階 

14 静岡東西道路（清水立体）

（国道1号） 
地域 
高規格 3km 静岡東西道路は、藤枝市と静岡市清水区を結ぶ延長約30kmの地域高規格道路。このうち

平面区間として供用されている清水地区（八坂～横砂）の立体化にあたりPI手法を導入。 構想段階 

15 直地防災（国道9号） 一般改築 1.8km 島根県津和野町内の津和野川と平行して走る一般国道９号において、安全性・信頼性の

向上を目的とした、道路防災事業にPI手法を導入。 
事業化 
段階 

16 大方改良（国道56号） 一般改築 3.4 km 大方町の市街地を通過する一般国道 56号において、利用者の安全性の向上を目的とし
た、道路改良事業にPI手法を導入。 

事業化 
段階 



できる」という趣旨の回答や「各ステップで議論する内

容が決まっていたので、スケジュールが遅れても理解が

得られた」という効果が聞かれた。 
一方で、ステップを区切らなかった事例については、

「スケジュールを決めようとすると「計画ありきだ」と

いう懸念が出る」といった回答や「関係者間でステップ

区切りに関する合意が取れなかった」といった意見が聞

かれた。ステップを区切っていた事例でも、「次のステ

ップに移行する判断が難しかった」という意見もあった

が、「事前の段階でプロセスフローに“前に戻る矢印”

を加えるなど、想定外の重要な事象が起こった場合には

前に戻って検討することにしたため、説明や進行がスム

ーズになった」といった工夫も聞かれた。 
 
（４）ステップ区切りとＰＩ実施期間との関係 
 ステップ区切りとＰＩの時間管理との関係を検証する

ため、ステップを区切っている事例と区切っていない事

例のＰＩ実施期間（構想段階のみ）を比較した結果を図

－１に示す。 
 その結果、ステップを区切っている事例の方が、区切

っていない事例に比べＰＩ実施期間が概ね短いことがわ

かった。特に 50 ヶ月以上のような長期に及んでいるも
のはステップを区切っていない事例に限られていた。 
こうしたことから、事業特性、地域特性を勘案しな

がら計画検討プロセスを設計・管理する必要があること

を前提とし、計画検討プロセスを明確化し、行政と住民

が共有することによって効率的な時間管理ができる傾向

があると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－１ ステップ区切りの有無によるＰＩ実施期間の比較 

 
しかし、ＰＩの実施期間は事業規模やステークホルダー

（利害関係者）の数、過去の経緯等の条件によっても影

響を受けるものと考えられることから、ステップを区切

ることによって時間管理ができていたかどうかは、各ス

テップの内容をさらに詳細に分析することが必要となる。

そこで、次章では、各段階で議論された内容や提供され

た情報を詳細に追うことで、ステップ区切りの意義や効

果をさらに詳しく検証する。 
 

５．情報提供のフロー表を用いた分析 

 

 ＰＩプロセスのステップを区切った事例と区切ってい

ない事例を各１つずつ対象として、個々の検討事項等に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－４ ステップを区切った事例のフロー表 
 H16.11 H17.5 H17.11 H18.4
                   

年月 

情報提供項目※1                    

ステップ移行の宣言  ● ● ● ● ● 

News Letter発行号  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

協議会等の開催※2，3    →①→     →②①→    →③②→      →④③→   →⑤④→ 

ステップ1 進め方  ■ ■ ■ 
 (発議～事業実施)(概略計画段階)                (概略計画段階の変更) 

現況課題  ■ 
ステップ2 

目的・  

効果  ■ ■ 

比較案  ■ ■ 
ステップ3 

評価項目  ■ 

ステップ4 
比較案の

比較評価  ■ 

評価方法  ■ ■ 
ステップ5 

概略計画

案の選定  ■ 

概略計画の決定  （未公表）

※1 既出情報の再掲は記載しない 

※2 丸数字（①～⑤）は意見交換会の開催回数を、白抜き丸数字（①～④）は懇談会の開催回数を示す 

※3 →○は News Letter 前号に第○回意見交換会・懇談会の実施予告が掲載されたこと、○→は第○回の意見交換会の議論の内容が   

News Letter次号に掲載されたことを表す。 
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関する情報が提供されたタイミングを時系列で表－４、

５のように整理した。 

 表－４は、開始当初からステップを区切った検討プロ

セスが市民等に提示、共有されるとともに、スケジュー

ルが提示された事例である。この事例では、検討の最初

に現況の課題に関する情報提供があり、そのステップ終

了後、目的・効果、比較案、評価項目などに関する情報

が提供されるといったように、個々のステップでの検討

事項に関する情報が、時間経過にあわせて順次提供され

るとともに、次ステップの開始を宣言している。その結

果、議論の後戻りや情報提供の間隔の大きな空きなどの

時間的なロスが見られず、時間管理が図られていること

がわかる。 

 表－５は、開始当初からステップを区切った検討プロ

セスが市民等に提示されたが、共有が十分でなく、各ス

テップの開始時期（終了時期）のスケジュールが提示さ

れなかった事例である。この事例では、検討の比較的早

い段階で比較案に関する情報が提供されたが、その後、

目的・効果に関する情報が提供され、その後、再び比較

案に関する情報が提供されている。また、検討が進んだ

後に、比較案や評価項目と同じタイミングで現況課題や

目的・効果に関する情報が再び提供されるといったよう

に、議論の後戻りが生じている。さらに、News Letter

の 13 号では新たな情報が提供されず、12 号から 14 号

まで 10 ヶ月程度の大きな間隔が空いている。このよう

に、時間的なロスが見られ、時間管理が図られていない

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．おわりに 

 本研究では、情報提供された内容とそのタイミングを

整理したフロー表を用いることで、ステップを区切りプ 

ロセスを明確化することにより議論が逆戻りしないなど

具体的な形で時間管理が図れる効果を示した。 

 今後は、担当者により参考となる形の事例集作成や、

時間管理以外のＰＩ導入効果の分析・評価を行い、制度

のさらなる改善を図っていく必要がある。 

 最後に、本研究におけるヒアリング調査では、ＰＩを 
実施された担当者の方々に多大なご協力をしていただき

ました。この場を借りて、感謝の意を申し上げます。 
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表－５ ステップを区切っていない事例のフロー表 
 H12.8 H13.2 H13.8 H14.2 H14.8 H15.2 H15.8 H16.2 H16.8 H17.2 H17.8 H18.2 H18.4
                         

年月 

情報提供項目※1                          

ステップ移行の宣言  ● ● 

News Letter発行号  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 

協議会等の開催※2，3      ①→        ②③→     ④⑤→    →⑥→     →⑦→    →⑧→  →⑨→  →⑩→   →⑪→   ⑫→          ⑬→              ⑭→          ⑮→ 

ステップ1 進め方  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
 (発議～協議会)  （協議内容等）       （協議会委員） （協議会の進め方）                               （詳細な進め方）（バイパス案検討）（詳細な進め方の更新）     （詳細な進め方の更新） 

現況課題  ■ ■ ■ 
ステップ2 

目的・  

効果  ■ ■ ■ 

比較案  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
ステップ3 

評価項目  ■ ■ ■ ■ ■ 

ステップ4 
比較案の

比較評価 
 （未公表）

評価方法  ■ ■ ■ 
ステップ5 

概略計画

案の選定 
 （未公表）

概略計画の決定  （未公表）

※1 既出情報の再掲は記載しない 

※2 丸数字（①～⑮）は協議会の開催回数を示す 

※3 →○は News Letter 前号に第○回意見交換会・懇談会の実施予告が掲載されたこと、○→は第○回の意見交換会の議論の内容が  

News Letter次号に掲載されたことを表す。 

議論内容の重複や逆

戻りがある 

情報提供タイミン

グの遅れ 


